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③

②

調達手続
（一般競争入札、企画競争入札、随意契約）

情報提供依頼（ＲＦＩ）

見積もり依頼（ＲＦＱ）

総 括 調 査 票
令和４年度（補正後）：93,223百万円の内数 ほか
（参考 令和６年度予算：55,223百万円の内数）

調査対象
予 算 額

（１）デジタル田園都市国家構想交付金（デジタル実装タイ
プ・地方創生推進タイプ（うち移住・起業・就業型））

調査事案名

共同調査主体地方創生支援費ほか項
一般会計会計

内閣府府省名

（福岡財務支局）取りまとめ財務局デジタル田園都市国家構想推進交付金ほか目内閣本府ほか組織
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【図１】デジタル実装タイプの予算の推移

（単位：億円）

デジタル実装タイプで支援

企画・要件定義 テスト開発設計 運用

・ニーズの把握
・詳細な課題の把握
・試行的なサービス提供
・関係者間の調整
等を踏まえ、適切な課題
設定などを実施し、作業
方針を決定

・要件定義に基づくプログラムの設計・開発
・テストの実施
・マニュアルの作成

など （システムベンダーが担当）

①調査事案の概要

【問題意識】

論
点

１．課題や
ニーズの把握

実装したサービスが住民に活用されないなど、想定した効果を得ていないケー

スが発生していないか。特に、デジタル実装タイプは、システム導入プロセスの

うち、詳細設計からテストまでのシステム開発･実装のプロセスを支援の対象と

しているが【図４】、課題やニーズを把握し、そもそもデジタル化の必要性があ

るかなどの事前検討プロセス（企画・要件定義）が十分に行われているか。

３．優良事業

への支援の重

点化等

支援事業は、交付金の趣旨に沿った優良モデルの導入支援となっているか。ま

た、好事例の横展開等のためにサービスカタログやモデル仕様書が作成されてい

るが、目的どおりの機能を発揮しているか。

随意契約や企画競争入札（プロポーザル）の応札状況などから見て、十分な競

争原理の下で調達が行われているか。また、仕様書の作成状況や適切な見積書を

複数徴求しているかなど、調達手続は妥当か【図５】。

２．調達手続
の妥当性

自治体へのデジタル実装支援に係る経費等の公表状況は十分か。また、システ
ム調達については、公共事業等のように、目線となる単価が設定されておらず、
妥当な価格かの判断が困難である中で、自治体は、どのような情報が公表されて
いると有意義と考えているか。

４．見える化

の推進

デジタル社会変革型

【TYPE３】

データ連携基盤活用型

【TYPE２】

優良モデル導入支援型

【TYPE１】

新規性や複
数のサービ
スの実装な
ど、より高
度なデジタ
ル実装

【図５】システム調達手続の一般的な流れ（抜粋）
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【事業概要 デジタル実装タイプ 令和４年度補正（第２号）：40,000百万円の内数ほか（参考 令和６年度予算：－）】
デジタル田園都市国家構想交付金デジタル実装タイプは、デジタルを活用した地域の課題解決や魅力向上の実現に向けて、他地域等で既に確

立された優良モデル・サービスを活用して迅速な横展開を行う事業や、オープンなデータ連携基盤を活用する他地域のモデルケースとなり得る

事業に取り組む地方公共団体を支援するため、令和３年度補正予算から創設された。デジタル実装タイプ創設から３年が経過し、これまで約

5,000件もの事業（１事業当たり平均約1,600万円）を支援してきていることを踏まえ、その効果的かつ効率的な支援のあり方について検証する。

仕様書作成

732
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5,024
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【図２】デジタル実装タイプの累計支援事業数

【図３】デジタル実装タイプについて

（単位：事業件数）

※ 令和５年度補正予算分は第１次募集時点の件数
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令和４年度（補正後）の内訳
・（目）デジタル田園都市国家構想推進交付金 40,000百万円
・（目）地方創生推進交付金 53,223百万円
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【図６】デジタル実装タイプのKPI達成状況（※）
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②調査の視点

総 括 調 査 票
（１）デジタル田園都市国家構想交付金（デジタル実装タイプ・地方創生推進タイプ（うち移住・起業・就業型））調査事案名

④今後の改善点・
検討の方向性

想定した効果
を得ているか把
握するため、KPI
の達成状況につ
いて調査を行っ
た。
また、デジタ

ル実装において
重要と考えられ
るポイントにつ
いてヒアリング
を行った。

③調査結果及びその分析

１．課題やニーズの把握１．課題や
ニーズの把握 １．課題やニーズ

の把握

効果的なデジタル実
装を支援するため交付
金を活用したデジタル
実装前の十分な事前検
討を必須とする制度設
計とすべき。

具体的には、交付金
申請前の

・地域も含めた部局横
断的な体制構築と中
期計画等による全庁
的な意思決定

・利用者（住民等）へ
のニーズ調査や市民
の理解を得るための
の取組

・実証実験・モデル事
業の実施

等を交付金の申請要件
とすべき。

また、実施している
事業のKPIの実績等を
公表するとともに、
KPI指標が達成されて
いないにもかかわらず、
拡充等のための事業を
引き続き採択する場合
には、その原因分析を
行い、継続して事業を
支援・実施する理由等
を公表すべき。

○ 交付金活用前の助走期間（基本設計・要件定義）
に十分な時間をかけ、解決すべき課題やニーズ把握、
関係者調整等を行うことが重要である

○ デジタル実装に際しては、実装に向けた開発段階
の前に、①検討段階（地域課題や市民ニーズの整理）、
②実証段階（サービスの実証実験）といったステップ
を踏むことが重要である

○ 交付金申請前に、県や市における中期計画策定が
行われ、その段階で、部局横断的に、課題やどのよう
なシステムが必要かを議論し、意思決定していたこと
から実装がスムーズに進んだ

○ 事業がうまくいった要因の一つは、デジタル実装
タイプの交付金申請前から、実証実験の実施や地域の
関係事業者との連携体制を構築するなど、事前に十分
な検討を実施したことが挙げられる

● 事前検討を十分に行っていない中で、トップダウン
で交付金を活用する方針が決まり、単年度でのデジタ
ル実装という制約がある中、十分な検討・調整期間が
ないまま、交付金の申請を行ったケースがある

● 部局横断的な体制が構築できず、縦割りの議論に陥
り、企画・検討がうまく進まなかった

【表１】デジタル実装において重要と考えられるポイント
（ヒアリングにおける主な意見）

＜令和３補正全事業＞ ＜令和３補正TYPE２/３事業＞

58%

9%

33%

100%超

50%未満

50％～100%未満
※ サービスの利用率や利用人数など、サービスの利用実績に関するKPI指標の達成状況について分析

【図７】TYPE２/３事業のうち令和３年度から令和５年度まで３年
連続で本交付金を活用している事例のKPI達成状況（※）

○ デジタル実装タイプの交付金を活用した事業におけるサービスの利用実績等に関するKPI指標の達成状況について分析した
ところ、約４割の指標が目標未達であり、そのうち約２割の指標は達成率が50％未満だった。

特に、データ連携基盤を活用し、複数のサービス実装を行うTYPE２/３事業については、KPIの達成状況が悪く、およそ４割
の指標で達成率が50％未満だった【図６】。

○ より高度なデジタル実装を支援するTYPE２/３事業については、機能拡充等のために複数年継続して交付金を活用している
事業が多く、令和３年度補正予算で採択された27団体のうち９団体が３年連続して交付金を活用しているが、設定したKPI指
標の達成状況が悪いにもかかわらず、引き続き採択されている団体が多かった【図７】。

○ 複数の自治体やコンサルティング業者等に対して、デジタル実装の成否の要因についてヒアリングを行ったところ、①解決
すべき課題の適切な把握、②地域も含めた部局横断的な体制構築・意思決定、③利用者（住民等）のニーズ調査、④本格実装
前の実証事業の実施など、交付金の対象となるシステム開発・実装プロセスの前に十分な事前検討・事前調整が行われている
かどうかが成否の要因との声が聞かれた【表１】。

【調査対象年度】
令和３年度

【調査対象先数】
総数：732事業
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（１）調達手続の状況
○ デジタル田園都市国家構想交付金を活用したデジタル実装について、調達前に事業者に情報提供依頼（RFI）を徴求し
ていない事業が半数以上であり、見積書を取り寄せた数については、未実施又は１者のみが約７割と大宗を占めた【図
８】。契約実態については、約５割の調達が随意契約で、競争入札を実施していたとしても１者応札である割合がおよそ
４割であり、随意契約と合わせれば全体の約７割で調達への参加者が１者しかいなかった【図９】。

○ 仕様書の作成状況については、事業者が仕様書の作成に関与している割合が約７割であり【図10】、そのうち、仕様書
作成に関与した事業者にそのまま発注されているケースが約９割だった【図11】。

○ こうした中で、見積書等を多く徴求している自治体ほど応札者数が多く、かつ仕様書の作成に関与した事業者が調達先
となった割合が低いなど、競争的な環境の下で調達を行っていることがうかがわれた【図12、13】。

86%

14%

53%

17%

13%

8%
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【図９】調達時の応札者数

２者

１者のみ

４者以上

随意契約

②調査の視点

総 括 調 査 票
（１）デジタル田園都市国家構想交付金（デジタル実装タイプ・地方創生推進タイプ（うち移住・起業・就業型））調査事案名

④今後の改善点・
検討の方向性

２．調達手続の
妥当性（１）

③調査結果及びその分析

システム調達に
当たって、十分な
競争原理の下で適
切な調達が行われ
ているかについて
調査を行った。

２．調達手続の妥当
性（１）

特定の事業者ありき
の調達を避け、十分な
競争原理の下で適切な
調達がなされるよう、

・複数事業者への情報
提供依頼や複数の見
積書取得の義務化

・原則、競争入札を実
施することを要件化

・仕様書や落札事業者
（調達先）を公表す
るとともに、仕様書
の作成に関与した事
業者名の見える化

等を行うべき。

12%

55%

33%

【図10】仕様書の作成状況

5%

61%
16%

10%

7%

【図８】見積書を取り寄せた数

４者以上

３者

未実施

２者
１者のみ

自治体のみで
作成

事業者が作成

自治体が事業者の
協力を得て作成

３者

【図11】事業者が仕様書の作成に関与

した場合の調達先は当該事業者か

ＹＥＳ

ＮＯ

約７割が事
業者が関与

約７割が１者の
み調達に参加

約７割

【図12】見積書を取り寄せた数と応札者数
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積
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5%4%7%15%69%１者

10%7%29%25%30%２者

16%26%21%15%21%３者

36%13%19%10%21%
４者
以上

【図13】見積書を取り寄せた数と仕様書作成状況の関係
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【調査対象年度】
・令和３年度
・令和４年度

【調査対象先数】
2,596事業のうち
回答があった1,983
事業

２．調達手続の妥当性（１）
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②調査の視点

総 括 調 査 票
（１）デジタル田園都市国家構想交付金（デジタル実装タイプ・地方創生推進タイプ（うち移住・起業・就業型））調査事案名

④今後の改善点
・検討の方向性

２．調達手続の
妥当性（２）

③調査結果及びその分析

システム調達に
当たって、十分な
競争原理が働く環
境の下で、適切な
調達が行われてい
るかについて調査
を行った。

２．調達手続の
妥当性（２）

業者間での見積り
比較や過去の調達事
例の検証を行い、妥
当性を判断した上で
適切な発注がなされ
るよう、見積書の取
得に際して、具体的
な見積りの内訳を求
めることを義務化す
べき。

その際には「情報
システムの調達に係
る見積標準」に沿っ
て、作業区分ごとの
詳細な内訳が記載さ
れた見積書を参考と
すべき。

２．調達手続の妥当性（２）

【図14】内訳がない見積書のイメージ 【図15】「情報システムの調達に係る見積標準」において示されている
見積書のイメージ

（２）見積書及び仕様書の状況

○ デジタル実装タイプを活用した調達に係る実際の見積書を調査したところ、内容に大きなバラツキが見られた。新たなシステ
ム・サービスの導入にもかかわらず、全く内訳が示されておらず、価格の妥当性の判断が困難であると思われる見積書が見受け
られた【図14】。実際に、約２割の自治体は、具体的な見積りの内訳を事業者に求めていないとの回答であった。

○ 情報システムの整備・運用等に係る見積りについては、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン実践ガイドブック」
（デジタル庁）において紹介されている「情報システムの調達に係る見積標準」（一般社団法人経済調査会）において、事業者
間の見積りの比較や過去の調達事例との比較検証を容易とするため、見積書の標準書式を示している【図15】が、こうした書式
に沿って、作業区分ごとに数量・工数・技術者ごとの単価が積み上げて記載されている見積書を取得しているのは一部の自治体
に限られていた。
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総 括 調 査 票
（１）デジタル田園都市国家構想交付金（デジタル実装タイプ・地方創生推進タイプ（うち移住・起業・就業型））調査事案名

④今後の改善点・検討
の方向性

③調査結果及びその分析②調査の視点

交付金の趣旨で
ある優良事例の横
展開と考えられる
事業への支援と
なっているか。
また、好事例の

横展開等のために
作成されているカ
タログ及びモデル
仕様書に係る自治
体の意見を調査す
るとともに、自治
体が独自に取り組
んでいる好事例に
ついて調査を行っ
た。

３．優良事業への支援の重点化等

３．優良事業への支援の
重点化等

○ 好事例の横展開等のために作成されているサービスやシステムカタログ及びモデル仕様書について、現在は、事業
者から掲載希望があり、かつ複数の自治体が導入したシステムを単に掲載しているが、自治体からは、導入自治体の
評価を反映すべきなど、以下のような改善点の指摘があった【表３】。

他の補助金との関係を整
理して厳格化するとともに、
交付金の趣旨に沿った優良
事例の横展開への支援がな
されるよう、モデル仕様書
の対象事業や重複投資を回
避することを目的とした共
通SaaSの導入等の優良事例
に支援を重点化すべき。

カタログ及びモデル仕様
書については、自治体から
の意見等を踏まえ、
・導入自治体による評価等
を踏まえた掲載システムの
選定

・導入自治体の評価等や、
自治体規模等に応じた標準
価格やスペック、システム
ごとの特徴等の掲載

・モデル仕様書が示す機能
の目的やコストの明示

・モデル仕様書活用による
加点要件として以下を追加
① 実装前の十分な事前
検討を促すため、モデ
ル仕様書を活用した情
報提供依頼の複数実施

② 価格や企画内容を踏
まえた競争を促すため、
原則競争入札の実施

等を行うべき。

更に、自治体の調達にお
ける好事例についても取り
まとめて公表し、横展開を
促していくべき。

３．優良事業
への支援の重
点化等

【表４】自治体における調達手続の工夫の好事例（自治体からの主な意見）

○ 開発事業者にシステムの要件定義や設計書、ソースコード等を納品させる契約を締結し、運用・保守会社を選定する際に当該要
件定義等を公開すること等により、開発事業者以外が参入しやすい環境を整備している。

○ 県内の複数自治体等が共同利用する協定を締結することにより割引価格で調達を実施している。

○ 調達システムのミスマッチを防ぐため、候補システムのデモ操作の結果も踏まえた仕様書の作成や選定評価を実施している。

《優良モデルへの支援という趣旨に沿っているか判然としない事業の例》
・自治体ホームページのリニューアル ・学校回線拡幅による学校ネットワーク回線の改善 ・Wi-fiルータの購入
・自動芝刈機の購入 ・eスポーツイベントの開催 ・住民にアレクサ専用端末を配布

《他省庁の補助金との整理が必要と考えられる事業の例》
・学校における電子機器の購入等（GIGAスクール支援との整理） ・スマート農機具の購入（農水省補助金との整理） 等

《各自治体で個別に同様のシステムを整備していると考えられる事業の例》

・各種証明書コンビニ交付サービス ・要介護認定調査業務のデジタル化 ・子育て支援アプリ

【表２】優良モデル・サービスの横展開を行う事業等として支援している事業の例

○ デジタル実装タイプは、他地域等で既に確立された優良モデル・サービスを活用して横展開を行う事業等を支援す
ることを目的としているが、単なる既存システムのリニューアルや経費の大部分がWi-Fiルーター等の電子機器の購入
に充てられている事業が散見されるなど、優良モデルへの支援という趣旨に沿ったものか判然としない事業が見られ
た。また、学校における電子機器の大量購入など、他の既存補助金との整理が必要と考えられる事業や、コンビニ交
付サービスの導入など同様のシステムを各自治体で個別に整備している事業への支援も散見された【表２】。

○ 導入効果や導入自治体の評価が反映されておらず、導入を検討すべきか判断できない。導入自治体からの評価等を重視して掲載す
るシステムを選定し、その効果や評価を掲載すべき。

○ 示されている金額やスペックがどの程度の導入規模で試算されたか分からず、適正規模が判断できない。自治体規模や利用見込数

等に応じた基本価格や推奨されるスペック、費用対効果等を示すべき。

○ 同一サービスに複数のシステムが掲載されているが、システムごとの概要や特徴等が比較可能ではないため、長所・短所を整理し
てほしい。概念図等もつけてほしい。

○ モデル仕様書で示しているそれぞれの機能の効果やコストが示されておらず、導入検討時に取捨選択できない。

○ モデル仕様書を活用する場合でも、約２割の自治体が随意契約による調達方式を予定

【表３】カタログ及びモデル仕様書の改善点（自治体からの主な意見等）

○ 自治体によっては、ベンダーロックイン等にならず適切な競争が働くよう、調達手続を工夫している好事例が見ら
れたが、こうした取組みの横展開は図られていない【表４】。
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総 括 調 査 票
（１）デジタル田園都市国家構想交付金（デジタル実装タイプ・地方創生推進タイプ（うち移住・起業・就業型））調査事案名

④今後の改善点・検
討の方向性

③調査結果及びその分析

４．見える化の推進

４．見える化の推進

既に実装されている
RAIDAも活用しつつ、地
方創生推進タイプと同様、
デジタル実装タイプにつ
いても、経費の詳細・実
績等やKPIの達成状況等
のPDCAに係る情報の公表
を義務化すべき。
また、地方自治体のデ

ジタル実装を後押しする
観点から、仕様書や、調
達価格・調達先等の調達
情報等も公表すべき。

○ デジタル田園都市国家構想交付金の地方創生推進タイプは、事業概要や事業費総額だけではなく、経費の詳細な内訳
やKPIの達成状況等のPDCAに係る情報の公表が義務付けられているが、デジタル実装タイプはこれらの公表が義務化さ
れていない【図16】。また、令和６年１月から、効果的なデジタル実装の計画策定や取組を支援することを目的として、
デジタル田園都市国家構想データ分析プラットフォーム（RAIDA）において、自治体ごとのデジタル実装事例が公表さ
れたが、依然として、経費の詳細な内訳等は公表されておらず、十分な情報が掲載されているとは言いがたい【図17】。

○ また、システム調達については、公共事業等のように、目線となる単価が設定されておらず、妥当な価格であるかの
判断が困難なことから、自治体からは、デジタル実装を検討するに当たって、他の自治体の調達時の仕様書や調達価
格・調達先などの調達情報等が公表されていると有意義であるとの意見が多かった【図18】。

②調査の視点

デジタル実装
支援に係る経費
等の公表状況や、
自治体が調達に
当たって把握し
たい情報につい
て調査を行った。

４．見える化
の推進

【図17】RAIDAによる公表例

57%

64%

65%

75%

83%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

調達先事業者の提案書

調達先事業者名

優良事例の事業への取組手法

システムの調達価格

調達時の仕様書
【図18】デジタル実装を検討する際に、公表されていると有益な情報（自治体アンケート、重複回答可）

【図16】デジタル田園都市国家構想交付金における公表事項

事業の見
直し内容

効果検証
の結果

事業の
現況や
課題

KPI事業費用

事業
概要

実績目標指標
支出
方法等

総額

○○○○○○○○○○○○

×××××○××××○○
デジタル
実装タイプ

ＰＤＣＡに係る情報が公表されていない経費の詳細・実績が公表されていない

委託先・再委
託先の事業者名

詳細な内訳 決算額
（調達価格）

地方創生
推進タイプ
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デジタル田園都市国家構想交付金地方創生推進タイプの移住・起業・就業型は、東京23区内に在住又は通勤する対象者が、東京圏外（※）へ

移住し、かつ以下の要件を満たす場合に、移住先の自治体が移住支援金を支給することを支援（国庫補助率１／２）するものである。

○対象者：過去10年間で通算５年間以上かつ直近１年間で、

① 東京23区内に在住している者

② 東京23区外の東京圏から東京23区内へ通勤している者

○要 件：以下のいずれかを満たし、かつ移住先に５年以上居住すること

① 移住先で中小企業等へ就業し、その後１年間勤務（以下「就業タイプ」という。）

② 移住先で起業（以下「起業タイプ」という。 ）

③ 移住先で就業・起業するのではなく、テレワークにより移住前の業務を継続（以下「テレワークタイプ」という。）

その際には、移住先で生活し、仕事をすることを想定（移住先で週３日以上を目安にテレワークを実施）

④ 移住先の市町村が関係人口として認める者（以下「関係人口タイプ」という。）

※「東京圏」とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県のうち条件不利地域を除く地域

①調査事案の概要

【問題意識】

本事業は、東京一極集中の是正及び地域における担い手の確保を目的として、移住者の

経済的負担を軽減することにより地方移住を後押しする施策として令和元年度に創設され

たが、その際には「地域にお金が落ち、循環する仕組みとなるよう留意すべき」とされた。

その後、新型コロナウイルス感染症のまん延等を契機として、令和３年度にテレワーク

タイプ及び関係人口タイプが追加されたが、これらのタイプが移住支援金の支給実績の約

９割を占めている状況にある【図19】。これらは必ずしも移住先における就業や起業が要

件とされておらず、「地域にお金が落ち、循環する仕組みとなるよう留意すべき」とされ

た創設時の指摘に沿った制度設計となっているのか検証を行った。

○ 東京一極集中を是正するため、地方において、中枢中核都市や小規模な市町村などの地域特性を生かして、若者等

にとって魅力のあるしごとや暮らしの環境をつくり、ひとを呼び込むような施策を強化することが課題である。

○ 若者を中心としたＵＩＪターンの拡大、女性や高齢者等の活躍の推進、外国人材の活用等により、地方における担

い手の確保に取り組むことが課題である。

○ 移住者の経済的負担を軽減することにより地方移住を後押しする大胆な施策として、地方創生推進交付金も活用し、

支度金などの財政的な支援を行うべきである。（中略）その際、例えば移住者が、本社が東京圏にある企業の支社等

に就職する場合ではなく、その地域に本社のある企業に就職したり地域の資金循環に貢献が少ないフランチャイズ形

態ではない起業をする場合に支援を行うなど、地域にお金が落ち、循環する仕組みとなるよう留意すべきである。

◆「わくわく地方生活実現会議」報告書～自分らしい生き方を地方に求めて～（平成30年６月）

約９割

【図19】タイプ別実績の推移
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テレワークタイプ支給実績の上位５県

※18歳未満のこどもを帯同して移住
する場合には、こども一人あたり
最大100万円を加算（Ｒ５拡充）

総 括 調 査 票
（１）デジタル田園都市国家構想交付金（デジタル実装タイプ・地方創生推進タイプ（うち移住・起業・就業型））調査事案名

【事業概要 地方創生推進タイプ（うち移住・起業・就業型）令和４年度：53,223百万円の内数ほか（参考 令和６年度：55,223百万円の内数）】
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②調査の視点

総 括 調 査 票
（１）デジタル田園都市国家構想交付金（デジタル実装タイプ・地方創生推進タイプ（うち移住・起業・就業型））調査事案名

④今後の改善点・
検討の方向性

テレワークタイプ
については、移住前
の業務を継続して実
施する仕組みとなっ
ているが、事業創設
時の趣旨に沿ったも
のとなっているか検
証した。

③調査結果及びその分析

１．テレワークタイプについて
１．テレワーク
タイプについて １．テレワークタイプに

ついて

テレワークタイプは、就
業・起業タイプと比較する
と「地域の担い手確保」と
いった事業創設時の目的に
は資していないとも考えら
れるが、制度創設時の趣旨
も踏まえた効果的な支援の
在り方を検討すべき。
また、移住者への支援金

支給要件であるテレワーク
の実施状況を自治体が把握
するよう早急に対応すべき。

２．関係人口タ
イプについて

関係人口タイプの
要件は、国から統一
的な要件を指定せず、
各自治体の裁量で定
義することとしてい
るが、事業創設時の
趣旨に沿った要件が
設定されているか調
査を行った。

２．関係人口タイプについて

２．関係人口タイプにつ
いて

これまでの設定事例も踏
まえつつ、事業創設時の趣
旨である「地域の担い手確
保」等の目的に沿った要件
となるようにすべき。
また、国において、各自

治体の設定している要件を
把握した上で、事業創設時
の趣旨に沿った、効果的な
要件の例を周知すべき。

○ 約３割の自治体は、移住後の居住に係る要件の遵守状況を担保するために、国が求めている、転出に伴う住民票の異
動申請の際に支援金受給者であるかの確認を行っていなかった。

○ 約７割の自治体では、上記の確認は行っていたが、そのうち約半数の自治体は、移住者が実際に移住先で生活してい
るかの居住実態の確認までは行っていなかった。

○ 各自治体は、移住先で１年間就業を継続したことの確認を申請から１年以内に行えばよいこととされており、必ずし
も移住者が１年間就業を継続していたかの確認を担保する仕組みとはなっていない。また、約４割の自治体は１年以内の
就業継続の確認すら行っていなかった。

３．要件遵守状況の確認について
３．要件遵守状況の確
認について

各自治体が要件の遵守状
況を適切に確認する仕組み
とし、自治体による確認を
徹底させるべき。

定住を促すため、
移住先において５年
以上居住することや、
就業タイプでは、移
住から１年以上就業
することを要件とし
ているが、その要件
遵守状況を把握して
いるか調査を行った。

【表５】関係人口タイプとして設定されている要件の例

○ 主要路線沿線である市中心部に人口が集中し、人口が増加している一方で、その周辺市街地の過疎化が加速している
ことを踏まえ、周辺市街地のみを支援エリアに設定

○ 基幹産業である農業従事者の減少等を踏まえ、就農者を支援対象に設定（就業タイプでは就農者は支援対象外）

【図22】移住者の勤務状況に関する自治体の把握状況

○ 関係人口タイプでは、各自治体におけるまちづくりの方針や産業構造など地域の実情を踏まえ、支援する就業エリアの
設定や就業タイプ等の対象とならない職種を支援対象とするなど【表５】、より効果的に「地域における担い手確保」等
に資する要件を設定している自治体が見受けられた。一方で、約半数の自治体では、就業や起業に係る要件を設定せず、
自治体のSNSに登録すれば支援対象とするなど「地域における担い手の確保」と無関係でも支援対象としていた。

※ 就業タイプは各道府県のマッチングサイトを経由して就業する必要がある。

【図21】テレワークタイプによる移住実績上位の道府県における出社先について

○ テレワークタイプによる移住実績が多い自治体は、東京圏周辺に偏在しているが【図20】、移住実績の上位５県におけ
る移住者の出社先を調査したところ、約９割の出社先が東京圏であった【図21】。
※ 調査対象は、静岡県、茨城県、栃木県、長野県、群馬県の５県であり、テレワークタイプにおける移住実績の約４割を占めている。

○ また、約６割の自治体が、テレワークタイプの要件である移住先で生活し、仕事をすること、すなわち移住先で週３日
以上を目安にテレワークを実施することの遵守状況を把握していなかった【図22】。

○ テレワークタイプは、移住前の業務を継続しているため、「地域の担い手不足の解消」には資していない。また、週３
日以上テレワークを実施することが要件となっているが、残りの勤務日は東京圏へ出社することが可能なため、他の要件
と比較すると「東京一極集中の是正」や「地域にお金が落ち、循環する仕組み」とはなっていない。さらに、自治体にお
ける勤務状況の把握が不十分であり、実効性の確保がなされていないが、テレワークタイプの支援金単価は他のタイプ
（要件）と同額に設定されている。

３．要件遵守状況
の確認について

60%
40%

把握して
いない

把握
している

434
315

298
289

267

2044

静岡県
茨城県
栃⽊県
⻑野県
群⾺県
その他

44％

（単位：人）

90%

10%

東京圏へ出社

それ以外

【調査対象年度】
・令和３年度
・令和４年度
【調査対象先数】
1,742自治体のうち

回答のあった1,420自
治体
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